
建
設
住
宅
性
能
評
価
の
た
め
に
必
要
な
図
書
を
定
め
る
件
（
平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
告
示
第
七
百
二
十
七
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
建
設
省
令

住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
建
設
省
令

第
二
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
建
設
住
宅
性
能
評
価
の
た
め
に
必

第
二
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
建
設
住
宅
性
能
評
価
の
た
め
に
必

要
な
図
書
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

要
な
図
書
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う

住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
五
条
第
一
項
の
建
設
住

。
）
第
五
条
第
一
項
の
建
設
住
宅
性
能
評
価
の
た
め
に
必
要
な
図
書
は
、
次
の
各
号

宅
性
能
評
価
の
た
め
に
必
要
な
図
書
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
申
請
に
係
る
住
宅
の

に
掲
げ
る
申
請
に
係
る
住
宅
の
種
別
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
も
の

種
別
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

と
す
る
。

一

新
築
住
宅

一

新
築
住
宅

イ

規
則
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
設
計
評
価
申
請
添
付
図
書
（
当
該
住
宅
に

イ

同
規
則
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
設
計
評
価
申
請
添
付
図
書
（
当
該
住
宅

係
る
設
計
住
宅
性
能
評
価
を
行
っ
た
登
録
住
宅
性
能
評
価
機
関
と
は
異
な
る
登

に
係
る
設
計
住
宅
性
能
評
価
に
要
し
た
も
の
に
限
る
。
）

録
住
宅
性
能
評
価
機
関
に
申
請
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
住
宅
に

係
る
設
計
住
宅
性
能
評
価
に
要
し
た
も
の
に
限
る
。
）

ロ

略

ロ

略

ハ

当
該
申
請
に
係
る
住
宅
の
建
設
住
宅
性
能
評
価
書
又
は
そ
の
写
し
（
規
則
第

ハ

当
該
申
請
に
係
る
住
宅
の
建
設
住
宅
性
能
評
価
書
又
は
そ
の
写
し
（
同
規
則

五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
変
更
建
設
住
宅
性
能
評
価
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る

第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
変
更
建
設
住
宅
性
能
評
価
の
申
請
を
し
よ
う
と
す

場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
申
請
に
係
る
住
宅
の
建
設
住
宅
性
能
評
価
を
行
っ
た
登

る
場
合
に
限
る
。
）

録
住
宅
性
能
評
価
機
関
と
は
異
な
る
登
録
住
宅
性
能
評
価
機
関
に
申
請
し
よ
う

と
す
る
場
合
に
限
る
。
）

二

既
存
住
宅

二

既
存
住
宅

イ

略

イ

略

ロ

規
則
第
一
条
第
七
号
に
掲
げ
る
住
宅
性
能
評
価
を
行
っ
た
住
宅
に
関
す
る

ロ

同
規
則
第
一
条
第
十
三
号
に
掲
げ
る
住
宅
性
能
評
価
を
行
っ
た
住
宅
に
関
す

基
本
的
な
事
項
に
関
す
る
申
告
書

る
基
本
的
な
事
項
に
関
す
る
申
告
書

ハ

略

ハ

略

ニ

評
価
方
法
基
準
第
４
の
３

ロ
又
は
ハ
の
規
定
を
適
用
し
、
評
価
対
象
建

ニ

評
価
方
法
基
準
第
４
の
３

ロ
又
は
ハ
の
規
定
を
適
用
し
、
評
価
対
象
建
築

(1)

(1)

築
物
の
図
書
等
で
建
設
住
宅
性
能
評
価
に
用
い
ら
れ
た
も
の
を
も
っ
て
評
価

物
の
図
書
等
で
建
設
住
宅
性
能
評
価
に
用
い
ら
れ
た
も
の
を
も
っ
て
評
価
を
行

を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
規
則
第
十
五
条
第
一
号
ロ

若
し
く
は
ハ

に

う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
規
則
第
十
五
条
第
一
号
ロ

若
し
く
は
ハ

に
掲
げ

(1)

(2)

(1)

(2)

掲
げ
る
書
類
（
建
設
住
宅
性
能
評
価
申
請
書
を
除
き
、
住
宅
性
能
評
価
に
要

る
書
類
（
建
設
住
宅
性
能
評
価
申
請
書
を
除
き
、
住
宅
性
能
評
価
に
要
し
た
も

し
た
も
の
に
限
る
。
）
又
は
そ
の
写
し
及
び
評
価
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類

の
に
限
る
。
）
又
は
そ
の
写
し
及
び
評
価
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類


